
                                体験を通した夏休みに 

                                                          校長 中村 成美 

各地域で，鹿児島の夏の風物詩「六月灯」やお祭りの開催など，にぎやかなニュースが流れて 

います。いろいろなイベント等が新たな試みの中で行われ， 活気ある夏も本番を迎えました。 

新年度が始まってから様々な学習や運動会など多くの行事があった学期でしたが，大きな事故 

もなく， 無事に１学期の終業式を迎えることができました。 これも保護者の皆様のおかげと感謝 

申し上げます。しかしながら，新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等をはじめとする感染症の流行が懸 

念されます。御家族でも健康に留意して， この夏を過ごしていただきたいと思います。 

さて，明日から子どもたちが楽しみにしている４２日間の夏休みが始まります。この期間は，子どもたちの自主 

性を育て，少しでも自立へとつなげられるよう御家族で十分に話し合い，下記のことに気を付けて有意義な夏休 

みにしてほしいです。 

１ 健康で安全に過ごせる夏休みに！ 

   なんと言っても「命」， 「健康」が一番大切です。「事故・災害・病気は誰にでも起こり得る」という意識と共 

に，“もしも”に備えた行動ができるようにさせたいものです。特に，感染症や熱中症にならない 

よう御家庭でも声をかけ，具体的な指導をお願いします。 

  ２ 毎日の生活を計画的に過ごせる夏休みに！ 

     一日の始まりが大切です。生活時間の計画は各家庭で十分に話し合って，「決めたことはしっかり守る」こと 

ができるように毎日見届けてください。 規則正しい生活が， ２学期からの学校生活にも影響します。 

  ３ いろいろな体験をさせる夏休みに！ 

   体験が子どもを大きく成長させます。夏休みは，その絶好の機会です。手伝いはもちろん，子どもたちの周り 

には子どもでもできる活動がたくさんあります。 家庭で過ごす時間を大切にし，家族読書をしたり， 一緒にで 

     きる体験をしたりしてほしいと思います。 体験活動は，子どもたちにとって， 夏のよい思い出として心に残ると 

     共に， 成長の糧となることでしょう。今年は，子ども会や町内会でも多くのイベントが企画されているようです。 

    （子ども会は，異学年や地域の方々との交流にもつながると共に，地域を知るよい機会にもなります。） 

以上のことを念頭に置き，子どもたちが笑顔あふれる夏休みを過ごしてくれるよう願っています。 保護者や 

地域の皆様にも御指導いただきながら，子どもたちを見守り育てていただけると幸いです。９月１日の始業式 

には，ひと回り大きく成長した子どもたちに会えることを楽しみにしています。皆様もよい夏をお過ごしください。 

 

      ８月は，身近なことから人権について考え，行動を心がける「人権同和問題啓発強調月間」です。 

 
  校訓：【正しく】【つよく】【美しく】 

子ども見守り隊事務局 48－3100（大姶良小） 
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１日（火）出校日 

１１日（金）学校閉庁（～17日） 

２０日（日）ＰＴＡ環境整美愛校作業（7:00～） 

２１日（月）出校日 

 

※ ８月６日，９日，15日は，御家庭でも｢平和｣ に

ついて話題にしていただけたらと思います。 

※ ８月11日（金）～17日（木）は，業務改善の推

進のためにリフレッシュウィークを設定し，学校を

閉庁します。 

※ ８月 31日（木）までは，「水難事故防止運動強

調期間」です。 

８月の主な行事予定 

南小学校との交流学習 

    
６月22日（木），南小学校の３・４年生が来校して，

本校の３，４年生と授業を通して交流を深めました。国

語や音楽など，短い時間でしたが一緒に学習できたこと

は，両校の子どもたちのよい経験になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＳＮＳ教室がありました。 

    
７月７日（金）に６年生対象の「ＳＮＳ教室」を実

施しました。講師に鹿屋市教育委員会の柿誉志喜指導

主事をお招きしました。柿指導主事からは，ウェルビ

ーイングの考えを基に，携帯電話等の長時間使用にお

ける影響やメディアリテラシーなどについて説明があ

りました。携帯電話の安全な使い方や家庭のルールな

どを再認識することができました。 

 

 

 

 

 

水泳学習参観がありました。 

    
７月５日（水）～７日（金）の期間，水泳学習参

観を実施しました。これまで，泳力の向上を図るた

め，練習を重ねてきました。当日は，練習の成果を

存分に発揮することができました。今後，夏休みを

前に，水難事故防止にも留意してほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

家庭教育学級及び給食参観 
   

    
７月４日（火）に家庭教育学級を実施しました。

本校の後藤栄養教諭から朝食の重要性や栄養バラン

スについての説明がありました。その後，１年生の

給食参観を通して，子どもたちの給食の様子を知る

ことができました。御参加された保護者の皆様あり

がとうございました。  

第１回学校保健委員会 

      

７月４日（火）に第１回学校保健委員会を開催しまし

た。むし歯治療率や基本的生活習慣の確立等についてグ

ループ討議を交え，話し合いをしました。学校歯科医の

東先生からは，むし歯治療や歯みがきについて御講話を

いただきました。 

夏休みの生活等について確認をお願いします。 

１ 午前10時までは家庭で過ごし，午後６時までに帰宅する。 

２ 夜の外出は保護者同伴とし，原則として午後９時までには帰宅する。ただし，六月灯や夏祭りは，午後 10時

までとする。 

３ 外出するときは，行き先や帰る時刻を伝え，できるだけ防犯ブザーを持たせる。（不審者対策） 

４ 自転車は，３年生までは保護者同伴でなければ道路での使用は禁止，４年生以上で自転車に乗る場合は，必

ずヘルメットを着用する。 

５ 川や海等での水遊びは，必ず保護者同伴とする。 


